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「年末調整」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

（Ａ）＜（Ｂ） 

→ 追納 

令和２年１２月給与で控除 

（Ａ）＞（Ｂ） 

→ 還付 

令和３年１月に還付金とし

て払い戻し 

 

～年末調整のイメージ図～ 

 

給与の支払者は、給与を支払う際に、所得税の源泉徴収を行っています。 

しかし、その年１年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしも

その人が１年間に納めるべき所得税額とは一致しません。 

 このため、１年間に源泉徴収をした所得税の合計額と１年間に納めるべき所

得税額を一致させる必要があります。この手続きを「年末調整」と呼んでいま

す。 

・毎月天引きされている１
月～１２月まで「所得税」

の合計金額（Ａ）

・年末調整により計算した

「年税額」（Ｂ）

１月所得税
２月所得税
３月所得税
４月所得税
５月所得税
６月所得税
７月所得税
８月所得税
９月所得税
１０月所得税
１１月所得税
１２月所得税

差額 年税額
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１ 所得税の源泉徴収と年末調整 

（１）源泉徴収について 

   「源泉徴収」とは、所得税法の規定により、給与の支払者が給与等の支払いの際に所得税を徴収し 

て国に納付する制度をいいます。 

   また、所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。 

 

（２）給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出について 

   給与の支払いを受ける人は、毎年最初の給与支払日の前日までに、扶養控除、障害者控除などの控

除を受けるため、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」（以下「扶養控除等申告書」といいます。）

を給与の支払者に提出しなければなりません。 

 

（３）源泉徴収額と年税額の不一致について 

   １年間に給与から源泉徴収した所得税額と年税額が一致しない理由としては、 

  ① 年の中途で給与の額に変動があること。 

  ② 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があること。 

  ③ 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除等は、年末調整の際に控除することとされてい

ることなどがあげられます    

    このような不一致を精算するため、１年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税

額を正しく計算し、それまでに源泉徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付す

る手続きが必要となります。 

    この精算の手続きが「年末調整」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整のしくみ 
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２ 所得控除の種類 

 

（１）配偶者控除額 

 

給与所得者の合計所得金額 
配偶者控除の額 

一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 ※１ 

９００万円以下 ３８万円 ４８万円 

９００万円超９５０万円以下 ２６万円 ３２万円 

９５０万円超１，０００万円以下 １３万円 １６万円 

※ １ 控除対象配偶者のうち、その年１２月３１日現在の年齢が７０歳以上の人 

 

（２）扶養控除額 

 

  区    分 控除額 

一般の控除対象扶養親族 ※１ ３８万円 

特定扶養親族 ※２ ６３万円 

老人扶養親族 ※３ ４８万円 

 同居老親等 ※４ ５８万円 

   ※ １ 扶養親族のうち、その年１２月３１日現在の年齢が１６歳以上の人 

   ※ ２ 控除対象扶養親族のうち、その年１２月３１日現在の年齢が１９歳以上２３歳未満の人 

   ※ ３ 控除対象扶養親族のうち、その年１２月３１日現在の年齢が７０歳以上の人 

   ※ ４ 病気治療の入院で別居している場合、その期間が１年以上と長期間であっても、同居してい

るものとしてよい。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所と

なり、同居しているとはみなさない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、所得者本人と生計を一にする配偶者や年齢１６歳

以上の扶養親族のうち、合計所得金額が４８万円以下の人です。 

 所得が給与のみの人は、その年中の給与の収入金額が１０３万円以下であれば、合計所得金

額は４８万円以下となります。 

 また、上記の合計所得金額には遺族年金や育児休業手当金などの非課税所得、源泉分離課税

が適用される利子などは含まれません。 
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（３）障害者等控除額 

 

      控 除 の 種 類 控 除 額 

障害者控除 

（本人・控除対象配偶者・

扶養親族） 

一般の障害者 ２７万円 

特別障害者 ４０万円 

同居特別障害者 ７５万円 

寡婦控除 

（本人のみ） 

寡婦 ２７万円 

特別の寡婦 控除なし   

寡夫控除（本人のみ） 控除なし 

ひとり親控除（本人のみ） ３５万円 

勤労学生控除（本人のみ） ２７万円 

   

① 「障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（障害等級が１級の人は特別障害   

   者）、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人（障害等級が１級又は２級の 

   人は特別障害者）等です。 

  ② 「同居特別障害者」とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得 

者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況とする人 

をいいます。 

  ③ 「寡婦」とは、所得者本人が次の要件全てに該当する人をいいます。 

   （ア）扶養親族又は生計を一にする子がある人 

   （イ）合計所得金額が５００万円以下であること 

   （ウ）夫と死別（離婚）した後、婚姻していないこと、又は夫の生死が明らかでない人 

   （エ）事実上婚姻関係と同情の事情にあると認められる人がいないこと   

  ④ 「ひとり親」とは、所得者本人が次の要件の全てに該当する人をいいます。 

      （ア）生計を一にする子があること 

   （イ）合計所得金額が５００万円以下であること 

   （ウ）現に婚姻をしていない又は配偶者の生死の明らかでない人 

   （エ）事実上婚姻関係と同情の事情にあると認められる人がいないこと 

  ⑤ 「特別の寡婦」と「寡夫」は令和２年分の年末調整から廃止されます。 
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（４）配偶者特別控除額 

   給与の支払いを受ける人（所得者本人）の合計所得金額が１，０００万円以下で、生計を一にする 

配偶者の合計所得金額が４８万円超１３３万円以下（所得が給与所得のみである場合には、給与の収 

入金額が１０３万円超２，０１５，９９９円以下）の場合には、その金額に応じて最高３８万円が控

除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給与所得者の合計所得金額 

９００万円以下 ９５０万円以下 １，０００万円以下 

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額 

４８万円超９５万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円 

１００万円以下 ３６万円 ２４万円 １２万円 

１０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円 

１１０万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円 

１１５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円 

１２０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円 

１２５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円 

１３０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 

１３３万円以下 ３万円 ２万円 １万円 

 

（５）各種保険料控除 

控除の種類 控   除   額 

生命保険料控除 保険等の種類 旧契約 新契約 両方ある場合 

一般の生命保険料 最高５万円 最高４万円 最高５万円 

個人年金保険料 最高５万円 最高４万円 最高５万円 

介護医療保険料 － 最高４万円 － 

合計限度適用額 最高１２万円 

地震保険料控除 地震保険料のみ 最高５万円 

旧長期損害保険料のみ 最高１万５千円 

両方ある場合 最高５万円 

社会保険料控除 支払った保険料の全額 

小規模企業共済等

掛金控除 
支払った保険料の全額 

配偶者控除（38万円） 

【対象者】 

合計所得金額 48万円以下の配偶

者（給与所得のみの場合、給与

の収入金額 103 万円以下） 

 

配偶者特別控除 

（38万円～3万円） 

※年収 150万円以下までは、 

38 万円となり、その後、徐々に

減額となる。 

３８ 

控
除
額
（
万
円
） 

０ 

配偶者の年収（給与収入の場合）（万円） 

１０３ １５０ ２０１ 
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３ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除（税額控除） 

  昨年までに住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書を提出している場合で、一定の住

宅借入金等を有するときは、所得税額から一定の金額が控除されます。なお、控除対象者には、

税務署から専用の用紙が配布されています。 

 

（６） 基礎控除 

合計所得金額 基礎控除額 

２，４００万円以下 ４８万円 

２，４００万円超  ２，４５０万円以下 ３２万円 

２，４５０万円超  ２，５００万円以下 １６万円 

 

（７） 所得金額調整控除 

    その年の給与の収入金額が８５０万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢２３

歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

人の所得金額を計算する場合には、給与の収入金額（その給与の収入金額が１，０００万円を超え

る場合には、１，０００万円）から８５０万円を控除した金額の１０％に相当する金額が、給与所

得の金額から控除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 






